
 （１）経営安定対策 

ア 砂糖関係業務 

（１）経営安定対策 

ア 砂糖関係業務 

（１）経営安定対策 

ア 砂糖関係業務 

（１）経営安定対策 

ア 砂糖関係業務 

   

 （ア）甘味資源作物交

付金の交付 

甘味資源作物交付金

については、機構が指

定する電磁的方法によ

る概算払請求におい

て、対象甘味資源作物

生産者からの概算払請

求書を受理した日から

８業務日以内に交付す

る。 

（第３期中期目標期間

実績：８業務日） 

 

【重要度：高】 

 基本計画に基づく経

営安定対策であり、ま

た、ＴＰＰ等政策大綱

において充実等の措置

を講ずるとされた経営

安定対策として、的確

に実施する必要がある

ため。 

（ア）甘味資源作物交

付金の交付 

甘味資源作物交付金

については、機構が指

定する電磁的方法によ

る概算払請求におい

て、対象甘味資源作物

生産者からの概算払請

求書を受理した日から

８業務日以内に交付す

る。 

（ア）甘味資源作物交

付金の交付 

甘味資源作物交付金に

ついては、機構が指定

する電磁的方法による

概算払請求において、

対象甘味資源作物生産

者からの概算払請求書

を受理した日から８業

務日以内に交付する。 

◇（ア）甘味資源作物交

付金の交付 

 分母を機構が指定す

る電磁的方法による概

算払請求があった、甘

味資源作物交付金の概

算払請求の総件数と

し、分子を８業務日以

内に交付した件数とす

る。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％

であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

甘味資源作物交付金

については、進行管理

を徹底することによ

り、機構が指定する電

磁的方法による概算払

請求があった 216 件全

てについて、８業務日

以内に交付した。 

（別添４－１） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

概算払請求のあった

全てについて８業務日

以内に交付することが

できた。達成度合は

100％（216件/216件）

であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 （イ）国内産糖交付金

の交付 

国内産糖交付金につ

いては、対象国内産糖

製造事業者からの交付

申請を受理した日から

18 業務日以内に交付す

る。 

（第３期中期目標期間

実績：18業務日） 

 

【重要度：高】 

 基本計画に基づく経

営安定対策であり、ま

（イ）国内産糖交付金

の交付 

国内産糖交付金につ

いては、対象国内産糖

製造事業者からの交付

申請を受理した日から

18 業務日以内に交付す

る。 

（イ）国内産糖交付金

の交付 

国内産糖交付金につ

いては、対象国内産糖

製造事業者からの交付

申請を受理した日から

18 業務日以内に交付す

る。 

◇（イ）国内産糖交付金

の交付 

分母を交付申請があ

った、てん菜糖、鹿児島

県産甘しゃ糖、沖縄県

産甘しゃ糖の申請書受

理の総件数とし、分子

を18業務日以内に交付

した件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

＜主要な業務実績＞ 

国内産糖交付金につ

いては、進行管理を徹

底することにより、交

付申請があった 185 件

全てについて、18業務

日以内に交付した。 

（別添４－２） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

交付申請のあった全

てについて、18業務日

以内に交付することが

できた。達成度合は

100％(185 件/185 件)

であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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た、ＴＰＰ等政策大綱

において充実等の措置

を講ずるとされた経営

安定対策として、的確

に実施する必要がある

ため。 

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％

であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 （ウ）業務内容等の公

表 

ホームページにおい

て、制度の仕組みを公

開するとともに、甘味

資源作物交付金及び国

内産糖交付金の月毎の

交付決定数量を翌月の

15日までに公表する。 

（第３期中期目標期間

実績：翌月の 15日） 

（ウ）業務内容等の公

表 

本業務の透明性を確

保する観点から、ホー

ムページにおいて、制

度の仕組みを公開する

とともに、甘味資源作

物交付金及び国内産糖

交付金の月毎の交付決

定数量を翌月の15日ま

でに公表する。 

（ウ）業務内容等の公

表 

本業務の透明性を確

保する観点から、ホー

ムページにおいて、制

度の仕組みを公開する

とともに、甘味資源作

物交付金及び国内産糖

交付金の月毎の交付決

定数量を翌月の15日ま

でに公表する。 

◇（ウ）業務内容等の公

表 

甘味資源作物交付金

及び国内産糖交付金の

交付決定数量の公表 

 分母を公表回数と

し、分子を翌月の 15日

までに公表した回数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％

であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

ホームページにおい

て砂糖の価格調整制度

の仕組みを公開すると

ともに、甘味資源作物

交付金及び国内産糖交

付金の月毎の交付決定

数量を翌月の 15 日ま

でに公表した。 

（別添４－３） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

事務処理を迅速に行

った結果、計画どおり

全て翌月の 15 日まで

に公表することができ

た。達成度合は 100％

(12 回/12 回）であっ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 イ でん粉関係業務 イ でん粉関係業務 イ でん粉関係業務 イ でん粉関係業務    

（ア）でん粉原料用い

も交付金の交付 

でん粉原料用いも交

付金については、機構

が指定する電磁的方法

による概算払請求にお

（ア）でん粉原料用い

も交付金の交付 

でん粉原料用いも交付

金については、機構が

指定する電磁的方法に

よる概算払請求におい

（ア）でん粉原料用い

も交付金の交付 

でん粉原料用いも交付

金については、機構が

指定する電磁的方法に

よる概算払請求におい

◇（ア）でん粉原料用い

も交付金の交付 

分母を機構が指定す

る電磁的方法による概

算払請求があった、で

ん粉原料用いも交付金

＜主要な業務実績＞ 

でん粉原料用いも交

付金については、進行

管理を徹底することに

より、機構が指定する

電磁的方法により概算

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

概算払請求のあった

全てについて、８業務

日以内に交付すること

ができた。達成度合は

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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いて、対象でん粉原料

用いも生産者からの概

算払請求書を受理した

日から８業務日以内に

交付する。 

（第３期中期目標期間

実績：８業務日） 

 

【重要度：高】 

 基本計画に基づく経

営安定対策であり、ま

た、ＴＰＰ等政策大綱

において充実等の措置

を講ずるとされた経営

安定対策として、的確

に実施する必要がある

ため。 

て、対象でん粉原料用

いも生産者からの概算

払請求書を受理した日

から８業務日以内に交

付する。 

て、対象でん粉原料用

いも生産者からの概算

払請求書を受理した日

から８業務日以内に交

付する。 

の概算払請求の総件数

とし、分子を８業務日

以内に交付した件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％

であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

払請求があった 66 件

全てについて、８業務

日以内に交付した。 

（別添４－４） 

100％（66件/66件）で

あった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 （イ）国内産いもでん

粉交付金の交付 

国内産いもでん粉交

付金については、対象

国内産いもでん粉製造

事業者からの交付申請

を受理した日から18業

務日以内に交付する。 

（第３期中期目標期間

実績：18業務日） 

 

【重要度：高】 

 基本計画に基づく経

営安定対策であり、ま

た、ＴＰＰ等政策大綱

において充実等の措置

を講ずるとされた経営

安定対策として、的確

に実施する必要がある

ため。 

（イ）国内産いもでん

粉交付金の交付 

国内産いもでん粉交

付金については、対象

国内産いもでん粉製造

事業者からの交付申請

を受理した日から18業

務日以内に交付する。 

（イ）国内産いもでん

粉交付金の交付 

国内産いもでん粉交

付金については、対象

国内産いもでん粉製造

事業者からの交付申請

を受理した日から18業

務日以内に交付する。 

◇（イ）国内産いもでん

粉交付金の交付 

 分母を交付申請があ

った、国内産いもでん

粉の申請書受理の総件

数とし、分子を 18業務

日以内に交付した件数

とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％

であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

＜主要な業務実績＞ 

国内産いもでん粉交

付金については、進行

管理を徹底することに

より、交付申請があっ

た 64件全てについて、

18 業務日以内に交付

した。 

（別添４－５） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

交付申請のあった全

てについて 18 業務日

以内に交付することが

できた。達成度合は

100％(64 件/64 件)で

あった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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 （ウ）業務内容等の公

表 

ホームページにおい

て、制度の仕組みを公

開するとともに、でん

粉原料用いも交付金及

び国内産いもでん粉交

付金の月毎の交付決定

数量を翌月の15日まで

に公表する。 

（第３期中期目標期間

実績：翌月の 15日） 

（ウ）業務内容等の公

表 

本業務の透明性を確

保する観点から、ホー

ムページにおいて、制

度の仕組みを公開する

とともに、でん粉原料

用いも交付金及び国内

産いもでん粉交付金の

月毎の交付決定数量を

翌月の15日までに公表

する。 

（ウ）業務内容等の公

表 

本業務の透明性を確

保する観点から、ホー

ムページにおいて、制

度の仕組みを公開する

とともに、でん粉原料

用いも交付金及び国内

産いもでん粉交付金の

月毎の交付決定数量を

翌月の15日までに公表

する。 

◇（ウ）業務内容等の公

表 

でん粉原料用いも交

付金及び国内産いもで

ん粉交付金の交付決定

数量の公表 

分母を公表回数と

し、分子を翌月の 15日

までに公表した回数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％

であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

 ホームページにおい

て、でん粉の価格調整

制度の仕組みを公開す

るとともに、でん粉原

料用いも交付金及び国

内産いもでん粉交付金

の月毎の交付決定数量

を翌月の 15 日までに

公表した。 

（別添４－６） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

事務処理を迅速に行

った結果、計画どおり

全て翌月の 15 日まで

に公表することができ

た。達成度合は 100％

(12 回/12 回)であっ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 （２）需給調整・価格安

定対策 

（２）需給調整・価格安

定対策 

（２）需給調整・価格安

定対策 

○（２）需給調整・価格

安定対策 

 

 

 

 

 

 ア 砂糖関係業務 

機構の買入れ・売戻

しの申込みをする者か

ら、調整金の徴収を行

い、ホームページにお

いて、制度の仕組みを

公開するとともに、輸

入指定糖・異性化糖等・

輸入加糖調製品の買入

れ・売戻しにおける月

毎の売買実績を翌月の

15日までに公表する。 

（第３期中期目標期間

実績：翌月の 15日） 

ア 砂糖関係業務 

 砂糖の内外価格差の

調整を図るため、機構

の買入れ・売戻しの申

込みをする者から、調

整金の徴収を行い、本

業務の透明性を確保す

る観点から、ホームペ

ージにおいて、制度の

仕組みを公開するとと

もに、輸入指定糖・異性

化糖等・輸入加糖調製

品の買入れ・売戻しに

おける月毎の売買実績

ア 砂糖関係業務 

 砂糖の内外価格差の

調整を図るため、機構

の買入れ・売戻しの申

込みをする者から、調

整金の徴収を行い、本

業務の透明性を確保す

る観点から、ホームペ

ージにおいて、制度の

仕組みを公開するとと

もに、輸入指定糖・異性

化糖等・輸入加糖調製

品の買入れ・売戻しに

おける月毎の売買実績

◇ア 砂糖関係業務 

輸入指定糖・異性化

糖等・輸入加糖調製品

の売買実績の公表 

 分母を公表回数と

し、分子を翌月の 15日

までに公表した回数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

＜主要な業務実績＞ 

ホームページにおい

て、砂糖の価格調整制

度の仕組みを公開する

とともに、輸入指定糖・

異性化糖等・輸入加糖

調製品の買入れ・売戻

しにおける月毎の売買

実績について、翌月の

15日までに公表した。 

（別添４-７） 

また、新型コロナウ

イルス感染の拡大の影

響により、多くの担当

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

事務処理を迅速に行

った結果、計画どおり

全て翌月の 15 日まで

に公表することができ

た。達成度合は 100％

(12 回/12 回)であっ

た。 

輸入指定糖等からの

調整金徴収業務につい

ては、新型コロナウイ

ルスの感染拡大など非

常時にあっても、在宅

評定 ａ 

新型コロナウイルスの感染拡大等により、多くの担当職

員が出勤できなくなった場合等の非常時にも在宅勤務等

により業務が継続できるよう、Webシステムの改修や、首

都直下地震にも対応した業務マニュアルの作成により危

機管理の向上が図られたことは目標を上回る成果があっ

たものと認められるため、ａ評価とした。 
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を翌月の15日までに公

表する。 

 

を翌月の15日までに公

表する。 

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％

であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

職員が出勤できなくな

った場合等の非常時に

も、在宅勤務等により

法令に基づく調整金徴

収業務を確実に履行で

きるように、Web シス

テムを改修し、売買申

込に係る審査を電子化

することで売買申込書

の受理から承諾書の発

行に至る一連の手続き

のオンライン化を完成

させるとともに、令和

３年 11 月に首都直下

地震にも対応した業務

継続計画について、地

方事務所を活用した業

務マニュアルを作成し

た。 

 

勤務や地方事務所の活

用により通関手続きが

停滞することのないよ

う物流の円滑化に資す

るための体制を整備す

ることができたことか

ら、ａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 イ でん粉関係業務 

機構の買入れ・売戻

しの申込みをする者か

ら、調整金の徴収を行

い、ホームページにお

いて、制度の仕組みを

公開するとともに、輸

入指定でん粉等の買入

れ・売戻しにおける月

毎の売買実績を翌月の

15日までに公表する。 

（第３期中期目標期間

実績：翌月の 15日） 

イ でん粉関係業務 

でん粉の内外価格差

の調整を図るため、機

構の買入れ・売戻しの

申込みをする者から、

調整金の徴収を行い、

本業務の透明性を確保

する観点から、ホーム

ページにおいて、制度

の仕組みを公開すると

ともに、輸入指定でん

粉等の買入れ・売戻し

における月毎の売買実

績を翌月の15日までに

公表する。 

イ でん粉関係業務 

でん粉の内外価格差

の調整を図るため、機

構の買入れ・売戻しの

申込みをする者から、

調整金の徴収を行い、

本業務の透明性を確保

する観点から、ホーム

ページにおいて、制度

の仕組みを公開すると

ともに、輸入指定でん

粉等の買入れ・売戻し

における月毎の売買実

績を翌月の15日までに

公表する。 

 

◇イ でん粉関係業務 

輸入指定でん粉等の

売買実績の公表 

 分母を公表回数と

し、分子を翌月の 15日

までに公表した回数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％

であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

＜主要な業務実績＞ 

ホームページにおい

て、でん粉の価格調整

制度の仕組みを公開す

るとともに、輸入指定

でん粉等の買入れ・売

戻しにおける月毎の売

買実績を翌月の 15 日

までに公表した。 

（別添４-７） 

また、新型コロナウ

イルス感染の拡大の影

響により、多くの担当

職員が出勤できなくな

った場合等の非常時に

も、在宅勤務等により

法令に基づく調整金徴

収業務を確実に履行で

きるように、Web シス

テムを改修し、売買申

込に係る審査を電子化

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

事務処理を迅速に行

った結果、計画どおり

全て翌月の 15 日まで

に公表することができ

た。達成度合は 100％

(12 回/12 回)であっ

た。 

また、新型コロナウ

イルスの感染拡大の影

響により多くの担当職

員が出勤困難となった

場合でも、業務を継続

し通関手続きが停滞す

ることのないよう物流

の円滑化に資するため

のスキームを構築する

など、業務の見直しや

体制整備等をいち早く

行うことができたこと

評定 ａ 

 新型コロナウイルスの感染拡大等により、多くの担当職

員が出勤できなくなった場合等の非常時にも在宅勤務等

により業務が継続できるよう、Webシステムの改修や、首

都直下地震にも対応した業務マニュアルの作成により危

機管理の向上が図られたことは目標を上回る成果があっ

たものと認められるため、ａ評価とした。 
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 することで売買申込書

の受理から承諾書の発

行に至る一連の手続き

のオンライン化を完成

させるとともに、令和

３年 11 月に首都直下

地震にも対応した業務

継続計画について、地

方事務所を活用した業

務マニュアルを作成し

た。 

 

から、ａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の乖離理由） 

 本セグメントにおいて、決算額が予算額の 86％程度となっているが、でん粉原料用かんしょの不作により交付金の交付が当初の見込よりも少なかったこと及び調整金収入が当初の見込を下回ったことにより国

庫納付金が減少したこと等が要因である。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－５ ５ 情報収集提供業務 

（１）調査テーマの重点化 

（２）需給等関連情報の提供 

（３）情報提供の効果測定 

業務に関連する政策・施

策 

需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革 

 国産農畜産物の競争力の強化 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人農畜産業振興機構法第 10条 

当該項目の重要度、難易

度 

― 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号：0158、0159、0161、0163、0164、0174、0190 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

需給等関連

情報を提供

した件数 

－ 1,227件 1,198件 1,137件 1,189件 1,237件  予算額（千円） 655,268 647,324 659,219 675,915  

決算額（千円） 559,216 518,772 525,524 515,767  

経常費用（千円） 556,555 501,354 507,531 498,526  

目標の期日

までに提供

した件数 

８業務日又

は翌月まで

の公表 

1,227件 1,198件 1,137件 1,189件 1,237件  経常利益（千円） 6,197 26,874 53,202 55,637  

当期総利益（千円） 48,135 26,874 53,202 55,637  

行政コスト（千円） － 501,354 507,531 498,526  

達成度合 － 100％ 100％ 100％ 100％ 100％  行政サービス実施

コスト（千円） 
416,308 － － － － 

情報利用者

の満足度に

係る指標（５

段階評価、目

標） 

4.0以上 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  従事人員数 29.30 25.32 25.32 25.32  

      

      

      

      

アンケート

調査結果の

平均値（実

績） 

－ 4.1  4.1 4.2 4.2 4.2        

      

      

      

達成度合 － 103％ 103％ 105％ 105％ 105％        

注１）主要なアウトプット情報には、数値目標を設定した項目のみを掲載。主要なインプット情報には、情報収集提供に関するものを掲載している。 

 ２）予算額、決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ５ 情報収集提供業務 

 

５ 情報収集提供業務 ５ 情報収集提供業務 

 

○５ 情報収集提供業

務 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定は aが１、ｂが６であり、これら

の合計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：７ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：１×３点＝ ３点 

  評価ｂの小項目数：６×２点＝ 12点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 15点（15／14＝107％） 

 

・調査テーマの重点化については、情報利用者等

のニーズを的確に把握するため、令和３年度情報

検討委員会を、分野毎に計画どおり開催（Web開

催）し、前年度の情報検討委員会で委員から出さ

れた意見等は、令和３年度に提供したレポート等

に適切に反映している。また、海外情報について

は、JETROへの委託により北米、EU及び大洋州地

域を調査対象範囲として海外情報収集・提供体制

を維持することができている。 

・外部の者を対象とした調査報告会の開催や外

部からの講演依頼について、YouTube等の動画ツ

ールを活用し、実施回数、参加者数を大幅に増加

させ、食肉代替食品等タイムリーなテーマを取り

上げ、参加者から高評価を得ることができた。 

・提供した情報やその提供方法について、その効

果を測定するため、「畜産の情報」「野菜情報」「砂

糖類・でん粉情報」について、全ての読者を対象

にアンケート調査を実施できている。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 
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 （１）調査テーマの重点

化 

需給等関連情報の収

集及び提供に当たって

は、その的確な実施を図

るため、調査テーマの重

点化等業務の合理化を

進めつつ、計画段階で情

報利用者等の参画を得

て開催する委員会にお

いて検討する。 

【指標】 

 情報利用者等の参画

を得て開催する委員会

で出された意見等を踏

まえた、調査テーマの重

点化。（参考：第３期中期

目標期間実績：委員会を

年３回開催） 

（１）調査テーマの重点

化 

 農畜産物の需給動向

の判断や経営の安定に

資する情報等（以下「需

給等関連情報」という。）

の収集及び提供に当た

っては、我が国の農畜産

業がＴＰＰ11 協定等を

契機として、新たな国際

環境に入ることも踏ま

え、その的確な実施を図

るため、調査テーマの重

点化等業務の合理化を

進めつつ、国内外の需給

等関連情報の収集及び

需給に影響を与える要

因に関する調査並びに

その提供等について、計

画段階で情報利用者等

の参画を得て開催する

委員会において検討す

る。 

（１）調査テーマの重点

化 

農畜産物の需給動向

の判断や経営の安定に

資する情報等（以下「需

給等関連情報」という。）

の収集及び提供に当た

っては、我が国の農畜産

業が新たな国際環境に

置かれ、さらに世界的な

新型コロナウイルス感

染症の拡大によって大

きな影響を受けている

ことなどを踏まえ、その

的確な実施を図るため、

調査テーマの重点化等

業務の合理化を進めつ

つ、国内外の需給等関連

情報の収集及び需給に

影響を与える要因に関

する調査並びにその提

供等について、情報利用

者等の参画を得て開催

する情報検討委員会に

おいて、令和３年度の実

施状況及び令和４年度

の計画について検討す

る。 

 

（１）調査テーマの重点

化 

◇ア 情報利用者等の

参画を得て開催する委

員会で出された意見等

を踏まえた、調査テーマ

の重点化 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕著

な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

情報利用者等のニーズ

を的確に把握するため、

令和４年３月に畜産、野

菜、砂糖類・でん粉の分

野毎に情報検討委員会を

開催（Web開催）し、令和

３年度の業務の実施状況

及び農畜産物の需給動向

等に関する重点テーマを

含む令和４年度の計画に

ついて検討した。 

また、前年度の情報検

討委員会で得られた利用

者ニーズ等を基に策定し

た重点テーマに即し、農

畜産物の需給及び生産者

の経営安定に関連する重

要情報の提供を行った。 

さらに、海外情報につ

いては、独立行政法人日

本貿易振興機構（JETRO）

への委託により北米、EU

及び大洋州における調査

事業を実施し、海外情報

収集提供業務を行う体制

を維持した。 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和３年度情報検討委

員会を、分野毎に計画ど

おり開催した。前年度の

情報検討委員会で委員か

ら出された意見等は、令

和３年度に提供したレポ

ート等に適切に反映する

ことができた。 

また、JETRO における

委託調査事業において

は、北米、EU及び大洋州

地域を調査対象範囲とし

た海外情報収集・提供体

制を維持することができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 

 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

  また、外部の者を対象

とした調査報告会の開

催や外部からの講演依

頼への対応等に積極的

に取り組むことにより、

調査成果の普及と情報

ニーズの把握に努める。 

 また、外部の者を対

象とした調査報告会の

開催や外部からの講演

依頼への対応等に積極

的に取り組むことによ

り、調査成果の普及と

情報ニーズの把握に努

める。 

◇イ 調査報告会の開

催、講演依頼への対応等

の調査成果普及等の取

組 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕著

な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

＜主要な業務実績＞ 

外部の者を対象とした

調査報告会の開催や外部

からの講演依頼への対応

については、新型コロナ

ウイルスの感染拡大の影

響により対面での実施が

前年度に引き続き困難で

あったが、Teams に加え

て動画ツール（YouTube：

alicチャンネル）を新た

に活用することにより、

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

 新型コロナウイルスの

感染拡大の影響により、

対面での実施が困難であ

ったが、Teamsや YouTube

等のツールを活用して調

査報告会、講演依頼や個

別説明要請等に対応する

ことができた。特に、調

査報告会は、オンライン

のため広く全国から参加

評定 ａ 

外部の者を対象とした調査報告会の開催や外

部からの講演依頼について、YouTube等の動画ツ

ールを活用し、実施回数、参加者数を大幅に増加

させ、食肉代替食品等タイムリーなテーマを取り

上げ、参加者から高評価を得ることができ、調査

成果の普及と情報ニーズの的確な把握できたこ

とは目標を上回る成果があったものと認められ

るため、a評価とした。 
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あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

これらの実施回数を前年

度と比べ大幅に増加させ

た上、調査報告会におい

てはコロナ禍以前の対面

での開催時よりも多くの

参加者を得ることができ

た。 

①調査報告会の開催：５ 

回（令和２年度３回） 

②外部からの講演依頼：

５回（令和２年度１ 

回） 

③新聞等での引用等：

1,366 件（令和２年度

1,491件） 

④面談等による個別説明

の要請等：７件（令和

２年度３件） 

（別添５－１） 

 

があった上、JETRO 調査

員による現地の最新情

報、食肉代替食品といっ

たタイムリーなテーマを

取り上げたことで、参加

者から「代替肉への需要

と、その理由が分かりや

すく説明されていた。」な

ど高評価を得られること

ができた。これらの取組

により、調査成果の普及

と情報ニーズの的確な把

握が十分にできたことか

ら、a評価とした。 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 （２）需給等関連情報の

提供 

需給等関連情報の提

供は、情報の種類に応じ

可能な限り速やかに行

うこととし、需給関連統

計情報については情報

収集から８業務日まで、

需給動向情報について

は情報収集の翌月まで

に公表する。 

（第３期中期目標期間

実績：需給関連統計情報

は 10 業務日、需給動向

情報は翌月） 

（２）需給等関連情報の

迅速な提供 

 需給等関連情報につ

いては情報収集から８

業務日まで、需給動向情

報については情報収集

の翌月までに公表する。 

 

（２）需給等関連情報の

迅速な提供 

 需給関連統計情報に

ついては情報収集から

８業務日まで、需給動向

情報については情報収

集の翌月までに公表す

る。 

（２）需給等関連情報の

迅速な提供 

◇ア 情報の期間内の

公表 

 分母を年度計画に掲

げる情報についての提

供件数とし、分子を期間

内に公表した提供件数

とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は、100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

 

 

＜主要な業務実績＞ 

情報件数 1,237件（う

ち需給関連統計情報 658

件、需給動向情報 579 

件）の全てを期間内に公

表した。 

（別添５－２） 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

需給関連統計情報及び

需給動向情報を年度計画

で定めた期間内に迅速に

公表できた。達成度合は

100％（1,237 件/1,237

件）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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満であった 

 

  また、情報利用者等か

らの需給等関連情報の

問合せ等には迅速に対

応する。 

 また、情報利用者等か

らの需給等関連情報の

問合せ等には迅速に対

応する。 

◇イ 情報利用者等か

らの需給等関連情報の

問合せ等があった場合

の迅速な対応 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕著

な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

情報利用者等から 204

件（うち国から 60件、国

以外から 144件）の問合

せがあり、情報を保有し

ていた 185 件について

は、全て翌業務日以内に

対応した。 

なお、情報を保有して

いなかった 19 件につい

ては、新たなデータの収

集を行い、２～11日後ま

でに対応した。 

（別添５-２） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

情報利用者等からの問

合せ等に対し迅速に対応

することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 （３）情報提供の効果測

定 

情報提供の質の向上

を図るため、アンケート

調査等の実施により、提

供した情報についての

効果測定を行うことと

し、各事業年度における

情報利用者の満足度を

指標化した５段階評価

で 4.0 以上の評価を得

る。 

（第３期中期目標期間

実績：4.1） 

（３）情報提供の効果測

定等 

 情報提供の質の向上

を図るため、アンケート

調査等の実施により、提

供した情報について効

果測定を行うこととし、

各事業年度における情

報利用者の満足度を指

標化した５段階評価で

4.0以上の評価を得る。 

 

（３）情報提供の効果測

定等 

ア アンケート調査等

の実施により、提供した

情報について効果測定

を行うこととし、情報利

用者の満足度を指標化

した５段階評価で 4.0以

上の評価を得る。 

（３）情報提供の効果測

定等 

◇ア アンケート調査

の実施 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕著

な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

新型コロナウイルスの

感染拡大の影響により、

職員による現地調査に制

約がある中、国際会議へ

の Web 参加、JETRO 調査

員の活用、新たな委託先

発掘を伴う委託調査件数

の増加などの取組によ

り、情報誌を休刊するこ

となく発行した。 

提供した情報やその提

供方法について、その効

果を測定するため、「畜産

の情報」「野菜情報」「砂

糖類・でん粉情報」につ

いて、全ての読者を対象

にアンケート調査を実施

した。 

(配布 4,055 件、回答

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

新型コロナウイルスの

感染拡大の影響が持続す

る中でも調査方法を工夫

して取り組み、引き続き

情報誌を休刊することな

く発行し、アンケート調

査を適切に実施すること

ができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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1,275件、回収率 31.4％) 

（別添５－３） 

 

     ◇イ 情報利用者の満

足度 

 分母を５段階評価の

4.0 とし、分子を畜産、

野菜、砂糖、でん粉の各

情報提供についてのア

ンケート調査結果の５

段階評価の平均値とす

る。 

ｓ：達成度合は、120％以

上であり、顕著な成果が

ある 

ａ：達成度合は、120％以

上であった 

ｂ：達成度合は、100％以

上 120％未満であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

アンケート調査の集計

結果は５段階評価の平均

値は 4.2であり、目標の

4.0を上回った。 

・「畜産の情報」の評価結 

果：4.2 

・「野菜情報」の評価結

果：4.3 

・「砂糖類・でん粉情報」

の評価結果：4.1 

（別添５－３） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

情報利用者の満足度

は、中期計画・令和２年

度計画における目標

(4.0) 以上を達成でき

た。達成度合は 105％

(4.2/4.0×100) であっ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 また、アンケート調査

結果等を踏まえ、情報提

供内容等について必要

な改善及び業務の合理

化を行う。 

さらに、ホームページ

での情報提供の充実等

に取り組む。 

 また、アンケート調査

結果等を踏まえ、情報提

供内容等について必要

な改善及び業務の合理

化を行う。 

さらに、ホームページ

での情報提供の充実等

に取り組む。 

 

イ アンケート調査結

果等を踏まえ、情報提供

内容等について必要な

改善及び業務の合理化

を行う。 

 さらに、ホームページ

での情報提供の充実等

に取り組む。 

◇ウ 情報提供内容等

の改善等 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕著

な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

アンケート調査結果や

情報検討委員会での議論

等を踏まえ、調査テーマ

の重点化を図ることによ

り業務の効率化を行うと

ともに、重点テーマに基

づく調査の結果を特別編

集として情報誌に反映さ

せた。 

また、新型コロナウイ

ルスの感染拡大の影響に

関連した情報について、

各国政府の対応など、需

給に影響を与えるタイム

リーな情報をホームペー

ジに掲載するとともに、

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

アンケート調査結果等

を踏まえ、情報提供内容

について必要な改善を行

うことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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情報誌に整理再掲載し、

後日参照可能な資料とし

てのニーズに応えた。 

さらに、ホームページ

における畜産の情報のバ

ックナンバーの検索機能

について、検索範囲の拡

充や検索時間の短縮とい

った利便性の向上に係る

改修を行った。 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の乖離理由） 

本セグメントにおいて、決算額が予算額の 76％程度となっているが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、海外現地調査を中止したこと等が要因である。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－６ ６ ＴＰＰ等政策大綱への対応 

 

業務に関連する政策・施

策 

需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革 

 国産農畜産物の競争力の強化 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人農畜産業振興機構法第 10条、畜産経営の安定に関する法律、 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

30年度 令和元年

度 

２年度 ３年度 ４年度    30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

           予算額（千円）      

         決算額（千円）      

         経常費用（千円）      

         経常利益（千円）      

         当期総利益（千円）      

          行政サービス実施

コスト（千円） 
     

         従事人員数      

注）前述の畜産（肉畜・食肉等）関係業務、特産（砂糖・でん粉）関係業務の一環として実施しているため、主要なインプット情報は記載していない。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ６ ＴＰＰ等政策大綱

への対応 

６ ＴＰＰ等政策大綱

への対応 

－ 

 

○６ ＴＰＰ等政策大

綱への対応 

 

 

 

 

評定 ― 

― 

  ＴＰＰ等政策大綱で

は、ＴＰＰ又は日ＥＵ経

済連携協定の発効に合

わせて経営安定対策の

充実等の措置を講ずる

こととしているため、国

との緊密な連携（国から

の通知を含む）の下、経

営安定対策の充実等の

措置が協定発効の日か

ら円滑に実施できるよ

う準備を行うとともに、

 ＴＰＰ等政策大綱で

は、ＴＰＰ又は日ＥＵ経

済連携協定の発効に合

わせて経営安定対策の

充実等の措置を講ずる

こととしているため、国

との緊密な連携（国から

の通知を含む）の下、経

営安定対策の充実等の

措置が協定発効の日か

ら円滑に実施できるよ

う準備を行うとともに、

－ 

 

ＴＰＰ等への適切な対

応 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕著

な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

＜主要な業務実績＞ 

－ 

＜評定と根拠＞ 

－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定 ― 

― 
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協定発効後は、当該業務

を適切に実施する。 

 

協定発効後は、当該業務

を適切に実施する。 

 

り、抜本的な改善を要す

る 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１～２－８ ２－１ 業務運営の効率化による経費の削減 

２－２ 役職員の給与水準 

２－３ 調達等合理化 

  （１）「調達等合理化計画」に基づく取組 

  （２）競争性、透明性の確保 

  （３）監事への報告及び契約監視委員会による点検・反映状況 

２－４ 業務執行の改善 

  （１）業務全体の点検・評価 

  （２）補助事業の審査・評価 

２－５ 機能的で効率的な組織体制の整備 

２－６ 補助事業の効率化等 

  （１）透明性の確保 

  （２）効率的な事業の実施 

２－７ ＩＣＴの活用による業務の効率化 

２－８ 砂糖勘定の短期借入に係るコストの抑制 

当該項目の重要度、難易

度 

― 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号：0158、0159、0161、0163、0164、0174、0190 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

業務経費(附帯事務費

（特殊要因により増

減する経費を除く。）)

の対前年度比の平均

縮減率 

毎年度平均で少

なくとも対前年

度比１％の抑制 

（平成 29年度業務

経費（附帯事務

費）） 

平成 29年度比で 

1.0％の抑制 

平成 30年度比で 

1.0％の抑制 

令和元年度比で 

1.0％の抑制 

令和２年度比で 

1.0％の抑制 

  

業務経費（当年度予算

額） 

－ 2,984百万円 2,954百万円 2,924百万円 ※ 3,533百万円 3,501百万円   

対前年度平均縮減率 － － 1.0％ 1.0％ 1.0％ 1.0％   

達成度合 － － 100％ 100％ 100％ 100％   

一般管理費（人件費、

公租公課、事務所借料

等、情報セキュリティ

関連経費、監査法人関

連経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）の対前年度

比の平均縮減率 

毎年度平均で少

なくとも対前年

度比３％の抑制 

（平成 29年度一般管

理費） 

 

平成 29年度比で

3.0％の抑制 

 

平成 30年度比で

3.0％の抑制 

 

令和元年度比で 

3.0％の抑制 

令和２年度比で 

3.0％の抑制 

  

一般管理費（当年度予

算額）（百万円） 

－ 254百円 246百千円 239百万円 237百万円 231百万円   

対前年度平均縮減率  － 3.0％ 3.0％ 3.0％ 3.0％   

達成度合 － － 100％ 100％ 100％ 100％   

 締結した契約件数

（真にやむを得ない

競争性のある契

約の実施 

308件 

 

322件 269件 220件 235件   
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随意契約及び少額随

意契約を除く） 

 競争性のある契約と

した件数  

－ 308件 

 

322件 269件 220件 235件   

 達成度合 －  100％ 100％ 100％ 100％ 100％   

 企画競争・公募等を

実施した随意契約の

件数 

－   89件 

 

16件 50件 35件 31件   

 機構掲示板への掲示

及びホームページへ

の掲載件数 

企画競争・公募等

の掲載 

  89件 

 

16件 50件 35件 31件   

 達成度合 －   100％ 100％ 100％ 100％ 100％   

 事業数 －    13事業 13事業 15事業 15事業 12事業   

 公募を実施した事業

数 

全ての事業につ

いて公募の実施 

   13事業 13事業 15事業 15事業 12事業   

 達成度合 －    100％ 100％ 100％ 100％ 100％   

 公表回数  ８回 ８回 ８回 ８回 ８回   

 目標業務日以内に公

表した回数 

四半期終了月の

翌月末 

８回 ８回 ８回 ８回 ８回   

 達成度合  100％ 100％ 100％ 100％ 100％   

 新規に実施した補助

事業数（拡充事業を

含む。） 

－   ５事業 ３事業 ３事業 ５事業 ４事業   

 事業説明会を開催し

た又は現地確認調査

等を行った事業数 

全ての新規事業

等に係る説明会

等の実施 

  ５事業 ３事業 ３事業 ５事業 ４事業   

 達成度合 －    100％ 100％ 100％ 100％ 100％   

 事業採択を行った件

数 

 90件 137件 86件 126件 132件   

 評価基準を満たして

いるものを採択した

件数 

評価基準を満た

しているものを

全て採択 

90件 137件 86件 126件 132件   

 達成度合 －    100％ 100％ 100％ 100％ 100％   

 利用状況調査対象件

数 

 45件 38件 30件 25件 ８件   

 利用状況を確認した

件数 

対象件数の全て

を確認 

45件 38件 30件 25件 ８件   

 達成度合 －    100％ 100％ 100％ 100％ 100％   

 事後評価で効用が費

用以下となった件数 

    ２件 ０件 １件 ２件 ０件   

 現地調査等を通じ改 全て改善を指導    ２件 － １件 ２件 －   
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善を指導した件数 

 達成度合 －    100％ － 100％ 100％ －   

 要領、実施計画及び

交付申請の合計件数 

－    1,202件 1,352件 1,285件 1,455件 1,210件   

 目標業務日以内で承

認通知及び交付決定

の通知を行った件数 

10 業務日以内の

承認通知及び交

付決定の通知 

   1,202件 1,352件 1,285件 1,454件 1,210件   

 達成度合 －    100％ 100％ 100％ 99.9％ 100％   

 新規等の補助事業数  － ３事業 ４事業 ６事業 ２事業   

 評価手法導入事業数 全ての対象事業

に評価手法を導

入 

－ ３事業 ４事業 ６事業 ２事業   

 達成度合 － － 100％ 100％ 100％ 100％   

※ 令和２年度予算額は前年度予算額にＴＰＰ発効に伴う業務追加額、消費者物価指数及び消費税影響額を加えたうえで 1％の削減を行っている。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

第４ 業務運営の効率化

に関する事項 

第２ 業務運営の効率化

に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

第２ 業務運営の効率

化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

◎第２ 業務運営の効

率化に関する目標を達

成するためとるべき措

置 

  評定 Ｂ 

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、

当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」

を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目

の評定は、Ａ評定が１、Ｂ評定が６であり、これ

らの合計数値の割合が基準となる数値※の 80％

以上 120％未満であることから、評定はＢとし

た。 

（※基準となる数値：中項目に含まれる小項目の

項目数に２を乗じて得た数。以下同じ。） 

 

中項目の総数：８ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点 

評定Ａの中項目数：１×３点＝ ３点 

評価Ｂの中項目数：６×２点＝ 12 点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点 

（評価対象外：１） 

合計 15点（15／14＝107％） 

 

１ 業務運営の効率化に

よる経費の削減  

１ 業務運営の効率化に

よる経費の削減 

１ 業務運営の効率化

による経費の削減 

○１ 業務運営の効率

化による経費の削減 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合
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計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：２ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：２×２点＝ ４点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ４点（４／４＝100％） 

 

・業務経費（附帯事務費）については、毎年度平

均で対前年度比 1％の抑制が行われている。 

・一般管理費については、毎年度平均で対前年度

比 3％の抑制が行われている。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

（１）業務経費の削減 

業務の見直し及び効率

化を進め、業務経費（附

帯事務費(特殊要因によ

り増減する経費を除

く。））については、毎年

度平均で少なくとも対前

年度比１％の抑制を行う

ことを目標に、削減する。 

（１）業務経費の削減 

業務の見直し及び効率

化を進め、業務経費（附

帯事務費(特殊要因によ

り増減する経費を除

く。））については、毎年

度平均で少なくとも対前

年度比１％の抑制を行う

ことを目標に、削減する。 

 

（１）業務経費の削減 

業務の見直し及び効

率化を進め、業務経費

（附帯事務費（特殊要因

により増減する経費を

除く。））については、毎

年度平均で少なくとも

対前年度比１％の抑制

を行うことを目標に、削

減する。 

 

 

 

◇（１）業務経費の削減 

業務経費（附帯事務費

（特殊要因により増減

する経費を除く。））を少

なくとも対前年度比

１％削減する。  

ｓ：達成度合は、120％以

上であり、顕著な成果が

ある 

ａ：達成度合は、120％以

上であった 

ｂ：達成度合は、100％以

上 120％未満であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

業務経費（附帯事務費

（特殊要因により増減

する経費を除く。））につ

いては、3,501 百万円と

なり、対前年度比の毎年

度平均は 1.0％の抑制と

なった。 

（別添６－１） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和３年度における

業務経費（附帯事務費

（特殊要因により増減

する経費を除く。））につ

いては、対前年度比の毎

年度平均で 1.0％の抑制

となり、達成度合は

100％であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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（２）一般管理費の削減 

 

業務の見直し及び効率

化を進め、一般管理費（人

件費、公租公課、事務所

借料等、情報セキュリテ

ィ対策経費、監査法人関

連経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）

については、毎年度平均

で少なくとも対前年度比

３％の抑制を行うことを

目標に、削減する。 

 

（２）一般管理費の削減 

 

業務の見直し及び効率

化を進め、一般管理費（人

件費、公租公課、事務所

借料等、情報セキュリテ

ィ対策経費、監査法人関

連経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）

については、毎年度平均

で少なくとも対前年度比

３％の抑制を行うことを

目標に、削減する。 

 

（２）一般管理費の削減 

 

業務の見直し及び効

率化を進め、一般管理費

（人件費、公租公課、事

務所借料等、情報セキュ

リティ対策経費、監査法

人関連経費及び特殊要

因により増減する経費

を除く。）については、毎

年度平均で少なくとも

対前年度比３％の抑制

を行うことを目標に、削

減する。 

◇（２）一般管理費の削

減 

一般管理費（人件費、

公租公課、事務所借料

等、情報セキュリティ関

連経費、監査法人関連経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

を少なくとも対前年度

比３％削減する。 

ｓ：達成度合は、120％以

上であり、顕著な成果が

ある 

ａ：達成度合は、120％以

上であった 

ｂ：達成度合は、100％以

上 120％未満であった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

一般管理費（人件費、

公租公課、事務所借料

等、情報セキュリティ関

連経費、監査法人関連経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

については、231 百万円

となり、対前年度比の毎

年度平均は 3.0％の抑制

となった。 

（別添６－１） 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

一般管理費（人件費、公

租公課、事務所借料等、

情報セキュリティ関連

経費、監査法人関連経費

及び特殊要因により増

減する経費を除く。）に

ついては、対前年度比の

毎年度平均で 3.0％の抑

制となり、達成度合は

100％であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 ２ 役職員の給与水準  ２ 役職員の給与水準 ２ 役職員の給与水準    評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の 80％以上 120％未満であること

から、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・役職員の給与水準については、昇給幅の抑制等

を実施し、職員の令和３年度給与水準の年齢・地

域・学歴を勘案した対国家公務員指数は 101.4と

なり、100は超えているものの国家公務員の俸給

の特別調整手当（管理職手当）にあたる職員の割
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合が高いことが要因であり、このことを考慮すれ

ば妥当である。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

給与水準については、国

家公務員の給与水準を十

分考慮し、手当てを含め

役職員給与の在り方につ

いて、厳しく検証した上

で、目標水準を設定して

その適正化に取り組むと

ともに、検証結果や取組

状況を公表する。 

給与水準については、国

家公務員の給与水準を十

分考慮し、手当てを含め

役職員給与の在り方につ

いて、厳しく検証した上

で、目標水準を設定して

その適正化に取り組むと

ともに、検証結果や取組

状況を公表する。 

給与水準については、

国家公務員の給与水準

を十分考慮し、手当てを

含め役職員給与の在り

方について、厳しく検証

した上で、対国家公務員

年齢・地域・学歴勘案指

数を国家公務員と同程

度に維持するとともに、

給与水準の適正性につ

いて検証し、その検証結

果や取組状況について

公表する。 

○２ 役職員の給与水

準 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった  

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

＜主要な業務実績＞ 

令和２年度の年齢・地

域・学歴を勘案した対国

家公務員指数は 102.0と

なったが、この結果につ

いては、「主務大臣の検

証結果」において、「国家

公務員における俸給の

特別調整手当（管理職手

当）が支給される職員の

割合が高いことに要因

があり、これを考慮すれ

ば妥当である」とされ

た。 

この検証結果等を令

和３年６月 30 日に公表

した。 

令和３年度において

も、引き続き管理職の昇

給幅の抑制等を行った

ところ、令和３年度の指

数は 101.4となる見込み

である。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和２年度の給与水

準について、国家公務員

の状況を考慮した上で、

必要な取組を行い、国家

公務員と同程度に維持

することができた。ま

た、その検証結果等を遅

滞なく公表した。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

 ３ 調達等合理化 ３ 調達等合理化 ３ 調達等合理化 ○３ 調達等合理化 

随意契約の見直しに向

けた計画的取組 

 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合

計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：３ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 
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  評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：３×２点＝ ６点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ６点（６／６＝100％） 

 

・随意契約の見直しに向けた計画的取組につい

ては、真にやむを得ない随意契約及び少額随意契

約を除く全ての契約を競争性のある契約とする

など、着実な実施が図られている。また、契約の

状況を定期的にホームページに公表しているほ

か、外部有識者等からなる契約監視委員会により

契約状況の点検を受けるなど契約に係る競争性、

透明性の確保が図られている。このほか、監事へ

の契約状況の報告を通じ、入札・契約の適正な実

施についてのチェックが十分に行われている。  

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」(平成 27

年 5 月 25 日総務大臣決

定)を踏まえ、公正かつ透

明な調達手続による適切

で迅速かつ効果的な調達

を実現する観点から、機

構が毎年度策定する「調

達等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施する

ことにより、競争性のな

い随意契約は真にやむを

得ないものを除き行わな

いこととするとともに、

競争性のある契約に占め

る一者応札・応募の解消

に向け、競争参加者の増

「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」(平成 27

年 5 月 25 日総務大臣決

定)を踏まえ、機構が毎年

度策定する「調達等合理

化計画」に基づく取組を

着実に実施することによ

り、契約については、真

にやむを得ないものを除

き一般競争入札等（競争

入札及び企画競争・公募

をいい、競争性のない随

意契約は含まない。）によ

るものとするとともに、

競争性のある契約に占め

る一者応札・応募の解消

に向け、競争参加者の増

「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」(平

成 27年 5月 25日総務大

臣決定)を踏まえ、機構

が策定した「調達等合理

化計画」に基づく取組を

着実に実施することに

より、契約については、

真にやむを得ないもの

を除き一般競争入札等

（競争入札及び企画競

争・公募をいい、競争性

のない随意契約は含ま

ない。）によるものとす

るとともに、競争性のあ

る契約に占める一者応

札・応募の解消に向け、

◇（１）「調達等合理化計

画」に基づく取組 

 分母を機構が締結し

た契約件数(真にやむを

得ない随意契約及び少

額随意契約を除く）と

し、分子を競争性のある

契約件数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

＜主要な業務実績＞ 

「令和３年度独立行

政法人農畜産業振興機

構調達等合理化計画」に

基づく取組を着実に実

施し、随意契約（少額随

意契約を除く。）のうち、

事務室の賃借契約、都道

府県への委託契約等、真

にやむを得ないものを

除いた全契約（31件）に

ついて、企画競争又は参

加確認型公募とした。こ

れにより、真にやむを得

ない随意契約及び少額

随意契約を除く機構が

締結した契約（235 件）

全てについて競争性の

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

随意契約等審査委員

会の活用等により、機構

が締結した契約のうち、

真にやむを得ない随意

契約及び少額随意契約

を除く全てについて、競

争性のある契約とする

ことができ、達成度合は

100％（235件/235件）で

あった。 

また、一者応札・応募

の解消に向けた取組状

況について、ホームペー

ジで公表することがで

きた。 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 
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加に向けた取組を引き続

き実施していくことと

し、その取組状況を公表

する。 

 

加に向けた取組を引き続

き実施していくことと

し、その取組状況を公表

する。 

競争参加者の増加に向

けた取組を引き続き実

施していくこととし、そ

の取組状況を公表する。 

 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

ある契約とした。 

（別添６－２） 

また、一者応札・応募

の解消に向けた取組状

況をホームページで公

表した。 

（別添６－３） 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

    ◇（２）競争性、透明性

の確保 

分母を企画競争・公募

等を実施した随意契約

の件数とし、分子を機構

掲示板への掲示及びホ

ームページへの掲載件

数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

競争性・透明性を確保

するため、企画競争、参

加確認型公募により実

施した随意契約（31件）

全てにおいて、機構掲示

板及びホームページへ

の掲載を行った。 

（別添６－２） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

企画競争、参加確認型

公募により実施した 31

件全てにおいて、機構掲

示板及びホームページ

への掲載を行うことが

でき、達成度合は 100％

（31件/31件）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 

 また、外部有識者等か

らなる契約監視委員会に

よる点検を受ける。 

 

【指標】 

 入札・契約の適正な実

施について、契約監視委

員会における点検結果及

びその反映状況。 

（参考：第３期中期目標

また、監事に対し、毎

月契約状況を報告すると

ともに、入札・契約の適

正な実施について、契約

監視委員会による点検を

受ける。 

 

また、監事に対し、毎

月契約状況を報告する

とともに、入札・契約の

適正な実施について、契

約監視委員会による点

検を受ける。 

◇（３）監事への報告及

び契約監視委員会によ

る点検・反映状況 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

＜主要な業務実績＞ 

監事に対して、毎月、

所定の様式により、各部

の契約状況を報告する

とともに、外部有識者等

からなる契約監視委員

会に令和２年度の契約

の状況を報告し点検を

受けた。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

毎月、監事に対し契約

状況を報告するととも

に、契約監視委員会によ

る点検を受け、指摘事項

等に適切に対応するこ

とができた。 

 

＜課題と対応＞ 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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期間実績：委員会を年１

回開催） 

 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

 特になし 

 

 ４ 業務執行の改善 ４ 業務執行の改善 ４ 業務執行の改善 ○４ 業務執行の改善   評定 Ｂ 

       ＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はａが１、ｂが４であり、これら

の合計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：６ 

評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：１×３点＝ ３点 

  評価ｂの小項目数：４×２点＝ ８点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

（評価対象外：１） 

合計 11点（11／10＝110％） 

 

・業務全体の点検・評価については、理事長自ら

が行う四半期ごとのヒアリングにより、業務の進

捗状況を点検・分析し、抽出された課題等への対

応を的確に指示・確認することで、法人の業務運

営の基本である年度計画の確実な達成に努めて

いる。また、外部専門家・有識者からなる第 19回

機構評価委員会を Web会議により開催し、令和２

年度業務実績に関する自己評価等について点検・

評価を実施、委員会において、ホームページに関

する指摘事項について、真摯に反映することで、

利用者の利便性の向上、業務運営の向上が図られ

た。 

・補助事業の審査・評価については、外部専門家・

有識者からなる第三者委員会を Web 会議により

開催し、事業の審査・評価に十分取り組んでいる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

特になし 

62



 機構自らが主体的に業

務執行の改善を進めると

ともに、外部専門家・有

識者からなる第三者機関

による業務の点検・評価

及び補助事業についての

審査・評価を行い、その

結果を業務運営に反映さ

せる。 

 

（１）機構自らが主体的

に業務執行の改善を進め

るとともに、外部専門家・

有識者からなる第三者機

関による業務の点検・評

価を行い、その結果を業

務運営に反映させる。 

 

（１）業務全体の点検・

評価 

ア 業務の進行状況及

び実績について、四半期

毎に点検・評価する。 

 

（１）業務全体の点検・

評価 

◇ア 業務全体の点検・

分析を通じた業務運営

の的確な点検・評価 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

年度計画を具体化す

るための工程表（具体化

推進シート）を年度初め

に策定し、四半期毎に理

事長が主催するヒアリ

ングにおいて、工程表の

内容と実績とを比較し、

業務の進捗状況を点検・

分析することにより、目

標の達成状況、阻害要因

など、現状を適切に把握

した。 

また、抽出された問題

点、課題等への対応を的

確に指示し、確認するこ

とで、業務運営の適切な

進行管理を行った。併せ

て、工程表に業務の進捗

状況について自己評価

を記述する欄を設け、業

績の点検を実施した。

（別添６－４） 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

工程表に基づき四半

期毎に点検・分析を行う

ことができた。これによ

り、業務運営の的確な進

行管理及び自己評価を

実施し、業務の進捗状況

及び実績の点検・評価に

ついて十分取り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 

 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

   イ 令和２年度におけ

る業務実績について、自

己評価をもとに第三者

機関による点検・評価を

実施する。 

 

◇イ 第三者機関によ

る業務の点検・評価の実

施 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

令和３年６月 15 日に

「令和２年度業務実績

について」等を議題とす

る外部専門家・有識者か

らなる第 19 回機構評価

委員会を Web会議により

開催し、令和２年度業務

実績に関する自己評価

等について点検・評価を

実施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

業務実績の自己評価

に当たって、第三者機関

により点検・評価を受け

ることは独立行政法人

通則法等には規定のな

い当機構独自の自主的

取組であるが、機構評価

委員会による業務の点

検・評価に十分に取り組

んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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   ウ 第三者機関による

令和２年度における業

務実績に係る点検・評価

結果を必要に応じて業

務運営に反映させる。 

 

◇ウ 第三者機関によ

る業務の点検・評価結果

に基づいた、必要に応じ

た業務運営への反映 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

委員会では、ホームペ

ージの利便性に関する

指摘があった。このた

め、内容が更新されてい

ないページについて、情

報を整理するとともに、

常に最新の情報が公開

される仕組みに見直す

など公開情報の適正化

を図った。また、消費者

コーナーの料理レシピ

について、写真の解像度

アップや材料別やジャ

ンル別構成への見直し

を行った。さらに、畜産

の情報のバックナンバ

ーの検索機能について、

検索範囲の拡充や検索

時間の短縮に係る改修

を行った。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

 ホームページに関す

る委員会の指摘事項を

真摯に反映することで、

利用者の利便性の向上

につなげるなど、業務運

営の実質的な向上が実

現できたため、ａ評価と

した。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 

評定 ａ 

  第 19 回機構評価委員会において、ホームペー

ジに関する指摘事項があり、真摯に反映すること

で、利用者の利便性の向上、業務運営の向上が図

られたことは目標を上回る成果があったものと

認められるため、a評価とした。 

  （２）補助事業について、

毎事業年度の事業の達成

状況等の自己評価を行う

とともに、外部専門家・

有識者からなる第三者機

関による事業の審査・評

価を行い、必要に応じ業

務の見直しを行う。 

 

（２）補助事業の審査・

評価 

令和２年度事業の達

成状況等について、自己

評価を行うとともに、第

三者機関による事業の

審査・評価を行い、必要

に応じ業務の見直しを

行う。 

 

（２）補助事業の審査・

評価 

   

 

◇ア 事業の達成状況

等の自己評価 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

「補助事業に関する

業務執行規程に係る評

価細則」に基づき、令和

２年度の各事業の達成

状況等について自己評

価を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

補助事業の的確な進

行管理とともに、令和２

年度補助事業の達成状

況等についての自己評

価に十分取り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

 法人の自己評価は、適当と認められる。 

    ◇イ 第三者機関によ

る事業の審査・評価 

＜主要な業務実績＞ 

令和３年７月６日に

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

外部専門家・有識者から

なる第 27 回補助事業に

関する第三者委員会を

Web 会議により開催し、

事業の評価等を行った。 

補助事業の適正性等

を確認するため、補助事

業に関する第三者委員

会を開催し、事業の審

査・評価に十分取り組ん

だ。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

    ◇ウ 必要に応じた業

務の見直し 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

 委員会において、委員

からは、業務運営に反映

すべき指摘事項はなか

った。 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

 － 

評定 ― 

 ― 

 ５ 機能的で効率的な組

織体制の整備 

 業務運営を機能的かつ

効率的に推進する観点か

ら、諸情勢の変化等を踏

まえ、必要に応じ、機能

的で効率的な組織体制の

整備を図る。 

 

５ 機能的で効率的な組

織体制の整備 

業務運営を機能的かつ

効率的に推進する観点か

ら、諸情勢の変化等を踏

まえ、必要に応じ、機能

的で効率的な組織体制の

整備を図る。 

 

５ 機能的で効率的な

組織体制の整備 

 業務運営を機能的か

つ効率的に推進する観

点から、諸情勢の変化等

を踏まえ、必要に応じ、

機能的で効率的な組織

体制の整備を図る。 

○５ 機能的で効率的

な組織体制の整備 

必要に応じた機能的

で効率的な組織体制の

見直し 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

＜主要な業務実績＞ 

 令和３年度において

は実績なし 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

 － 

評定 ― 

― 
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あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

 ６ 補助事業の効率化等 ６ 補助事業の効率化等 ６ 補助事業の効率化

等 

○６ 補助事業の効率

化等 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合

計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：13 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：10×２点＝ 20点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

  （評価対象外：３） 

合計 20点（20／20＝100％） 

 

・補助事業については、事業実施主体の選定に当

たり、公募により事業の実施の透明性を確保しつ

つ、事業の進行管理システムにより事務処理手続

きの迅速化が図られている。また、事業の採択に

当たり費用対効果分析等の評価手法を用いるな

ど、効率的かつ透明性の高い補助事業の実施が図

られている。 

・補助事業を適正かつ効果的に実施するための

新規事業を中心とした事業説明会等の実施、定め 

られた日数以内での交付決定の実施等について

は、適切に実施されている。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 （１）透明性の確保 

透明性の高い事業の実

施を図る観点から、補助

（１）透明性の確保 

 透明性の高い事業の実

施を図る観点から、補助

（１）透明性の確保 

 透明性の高い事業の

実施を図る観点から、補

（１）透明性の確保 

◇ア 分母を事業数（事

業の性格・内容に照ら

 

＜主要な業務実績＞ 

令和４年度当初予算

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

  

 評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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事業についての事業実施

主体の選定に当たって

は、原則として公募によ

ることとするとともに、

事業内容等の事業に関す

る各種情報を公表するこ

ととし、事業の採択の概

要については、四半期終

了月の翌月末までに公表

する。  

 また、事業の適切かつ

円滑な実施の観点から、

事業の進行状況を的確に

把握するとともに、事業

説明会、現地確認調査等

を実施し、事業実施主体

に対して法令遵守を含め

指導を徹底する。 

 

事業についての事業実施

主体の選定に当たって

は、原則として公募によ

ることとするとともに、

以下の取組を実施する。 

 

助事業についての事業

実施主体の選定に当た

っては、原則として公募

によることとするとと

もに、以下の取組を実施

する。 

 

し、公募による事業実施

主体の選定になじまな

いものを除く。）とし、分

子をこのうち公募を実

施した事業数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

に係る畜産業振興事業

及び令和３年度当初予

算に係る野菜農業振興

事業について、事業の公

表後、事業実施主体の選

定に当たっての公募を

行った。 

 

（内訳） 

・畜産分野：年１回、10

事業 

（別添６－５） 

・野菜分野：年３回、２

事業（契約野菜収入確

保モデル事業、大規模

契約栽培産地育成強

化推進事業） 

畜産業振興事業及び

野菜農業振興事業につ

いて、事業実施主体の選

定を公募方式で行うこ

とにより、透明性の高い

形での実施を図ること

ができた。達成度合は

100％（12事業/12事業）

であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

  ア 事業の目的、補助率、

予算額、事業実施期間等

の事業概要、事業実施地

域等の採択した事業の概

要を、四半期終了月の翌

月末までにホームページ

で公表する。 

 

ア 事業の目的、補助

率、予算額、事業実施期

間等の事業概要、事業実

施地域等の採択した事

業の概要を、四半期終了

月の翌月末までにホー

ムページで公表する。 

 

◇イ ホームページで

の事業概要及び採択し

た事業の概要の公表 

分母を公表回数とし、

分子を四半期終了月の

翌月末までにホームペ

ージに公表した回数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

＜主要な業務実績＞ 

補助事業の適正、効率

的な実施を図るため、令

和３年度に実施する畜

産業振興事業及び野菜

農業振興事業の事業概

要及び採択した事業の

概要について、四半期終

了月の翌月末までにホ

ームページで公表した。 

 

（内訳） 

・畜産分野：年４回 

・野菜分野：年４回 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

提供すべき事業の概

要等の情報を適切にホ

ームページにおいて公

表することができた。達

成度合は 100％（８回/８

回）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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満であった 

 

  イ 事業説明会、現地確

認調査等を実施し、事業

実施主体に対して法令遵

守を含め指導を徹底す

る。 

 

イ 新規事業を中心に、

事業説明会、現地確認調

査等を実施し、事業実施

主体に対して法令遵守

を含め指導を徹底する。 

 

◇ウ 事業説明会等の

実施 

分母を新規に実施し

た補助事業数（拡充事業

を含む。）とし、分子を事

業説明会を開催した又

は現地確認調査等を行

った事業数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

補助事業の適正、効率

的な実施を確保するた

め、 

① 畜産業振興事業に

おいて、必要のあった

拡充３事業について、

事業実施主体に対す

る事業説明会（肉畜３

回、酪農１回）を、Web

方式も活用しつつ実

施した。 

なお、継続事業につ

いても同様の説明会

（肉畜５回、酪農５回、

全 10回）及び現地確認

調査（肉畜 21回、酪農

14 回、全 35 回）を実

施した。 

（別添６－６） 

② 野菜農業振興事業

において、拡充事業

（１事業）及び継続事

業（２事業）について、

事業実施主体に対す

る説明会等（21回）及

び現地確認調査（10

回）を Web方式も活用

しつつ実施した。 

（別添３－６） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

新規・拡充事業を中心

に事業説明会、現地確認

調査等を計画的に行う

ことにより、新型コロナ

ウイルス感染拡大で対

面による実施が制約さ

れる中、Web 会議を利用

するなどして事業実施

主体に対する指導の徹

底を図ることができた。

達成度合は 100％（４事

業/４事業）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 

 （２）効率的な事業の実

施 

効率的かつ効果的な事

業の実施を図る観点か

ら、受理した要領、実施

計画及び交付申請につい

て、10業務日以内に承認

等を行うとともに、施設

（２）効率的な事業の実

施 

効率的かつ効果的な事

業の実施を図る観点か

ら、事業の進行状況を的

確に把握するとともに、

以下の取組を実施する。 

 

（２）効率的な事業の実

施 

効率的かつ効果的な

事業の実施を図る観点

から、事業の進行状況を

的確に把握するととも

に、以下の取組を実施す

る。 

（２）効率的な事業の実

施 

◇ア 事業の進行管理

システムに基づいた進

行管理の実施 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

補助事業の適正、効率

的な実施を確保するた

め、事業の進行管理シス

テムにより執行件数や

執行額等について毎月

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

進行管理システムに

より、事業の進行管理を

的確に実施することが

できた。 

 

 

 評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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整備事業について費用対

効果分析等の評価手法を

踏まえた採択及び費用対

効果分析を実施した施設

整備事業についての事後

評価を実施し、事後評価

により効用が費用以下と

なる場合は、すべて改善

指導を実施する。 

また、畜産業振興事業

等について、補助金の効

率的な交付の観点から、

国における事業の改廃に

も資するよう、決算上の

不用理由の分析を行うと

ともに、事業実施主体に

おける基金について毎年

度見直しを行う。その上

で、保有資金及び事業実

施主体に造成している基

金については、機構の業

務実施に必要な経費を確

保する。 

 

（第３期中期目標期間実

績：要領等の受理から 10

業務日以内の承認等：

99％）  

 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

進捗状況の管理を行っ

た。 

（別添６－７） 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

  ア 費用対効果分析、コ

スト分析等の評価基準を

満たしているものを採択

する。  

 

ア 費用対効果分析、コ

スト分析等の評価基準

を満たしているものを

採択する。  

 

◇イ 費用対効果分析・

コスト分析等の評価基

準を満たしているもの

の採択 

 分母を事業採択を行

った件数とし、分子を評

価基準を満たしている

ものを採択した件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

＜主要な業務実績＞ 

評価手法が開発され

ている施設整備事業に

ついて、費用対効果分析

又はコスト分析の評価

基準を満たしているも

のを採択した。採択状況

は以下のとおり。 

（費用対効果・採択件

数） 

・食肉流通改善合理化支

援事業 １件 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

評価基準を満たして

いる事業を採択するこ

とにより、施設整備事業

の効率的かつ効果的な

実施を図ることができ

た。達成度合は 100％

（132件/132件）であっ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 

（コスト分析・採択件

数） 

・酪農経営支援総合対策

事業 26件 

・肉用牛経営安定対策補

完事業 ８件 

・堆肥舎等長寿命化推進

事業 25件 

・畜産経営災害総合対策

緊急支援事業 27件 

・酪農労働省力化推進施

設等緊急整備対策事

業 45件 

合計 132件 

 

 特になし 

 

  イ 設置する施設等につ

いては、必要に応じて現

地調査を行う。  

 

イ 設置する施設等に

ついては、必要に応じて

現地調査を行う。  

 

◇ウ 設置する施設等

についての必要に応じ

た現地調査の実施 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

 採択した事業実施計

画について、施設等の設

置工事は計画に沿って

進行していることをヒ

アリング又は報告徴求

により確認した結果、工

事の進捗が遅れるなど

により、現地調査を必要

とするものはなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定 ― 

 ― 

  ウ 費用対効果分析を実

施している事業にあって

は、施設設置後３年目（た

だし、肉用牛生産の新規

参入等を支援する事業に

あっては５年目）までは

利用状況の調査を行う。 

 

ウ 費用対効果分析を

実施している事業で設

置した施設については、

施設設置後３年目まで

のものの利用状況の調

査を行う。 

 

◇エ 設置後３年目（た

だし、肉用牛生産の新規

参入等を支援する事業

にあっては５年目）まで

のものの利用状況の調

査と必要に応じた現地

調査の実施 

 分母を対象件数とし、

分子を確認した件数と

＜主要な業務実績＞ 

 費用対効果分析を実

施している事業で設置

した対象施設全てにつ

いて、施設設置後３年目

までのもの（８件）につ

いて利用状況を確認し

た。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

必要な対象事業全て

について利用状況の確

認を行うことができた。

達成度合は 100％（８件

/８件）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

 特になし 

 

   また、３年（ただし、

肉用牛生産の新規参入等

を支援する事業にあって

は５年）を経過した年に、

事後評価を行うことと

し、事業を実施した効用

が費用以下となる場合

は、現地調査等を通じ、

改善を指導する。 

 

また、３年を経過した年

に、事後評価を行うこと

とし、事業を実施した効

用が費用以下となる場

合は、現地調査等を通

じ、改善を指導する。 

◇オ 事後評価 

 分母を効用が費用以

下となった件数とし、分

子を現地調査等を通じ

改善を指導した件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

＜主要な業務実績＞ 

目標年を３年として

いる施設１件について、

事後評価報告書を徴取

し、効用が費用を上回っ

たか否かの審査・確認を

行った。 

その結果、投資効率が

１以下となったものは

なかった。 

（別添６－８） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

投資効率１以下のも

のはなかった。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定 ― 

 ― 

  エ 事業実施主体からの

要領及び事業実施計画の

承認並びに補助金の交付

決定については、申請を

エ 事務処理手続の迅

速化、進行管理の徹底等

を通じ、事業実施主体か

ら要領及び事業実施計

◇カ 事務処理手続の

迅速化 

分母を受理した要領、

実施計画及び交付申請

＜主要な業務実績＞ 

進行管理システムの

活用等により、事業実施

主体から要領及び事業

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

進行管理システムの

活用等により、速やかな

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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受理した日から 10 業務

日以内に承認等を行う。 

 

画を受理してから承認

の通知を行うまでの期

間並びに補助金の交付

申請を受理してから交

付決定の通知を行うま

での期間を 10 業務日以

内とする。  

 

の合計件数とし、分子を

このうち 10 業務日以内

で行った要領、実施計画

の承認通知及び交付決

定の通知の合計件数と

する。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

 

実施計画を受理してか

ら承認通知を行うまで

の期間並びに補助金の

交付申請を受理してか

ら交付決定の通知を行

うまでの期間は、総受理

件数 1,210 件のうち

1,210 件が 10 業務日以

内であった。 

（内訳） 

・畜産分野 

779件/779件 

・野菜分野 

431件/431件 

 

事務処理を行うことが

できた。達成割合は

100％（1,210 件/1,210

件）であった。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

  オ 新規等の補助事業に

ついては、事業効果を適

切に評価できる手法を導

入するとともに、事業実

施状況等を踏まえ、必要

に応じ、評価手法の改善

を行う。 

 

オ 新規等の補助事業

については、事業効果を

適切に評価できる手法

を導入する。また、事業

実施状況等を踏まえ、必

要に応じ、評価手法の改

善を行う。 

◇キ 新規等の補助事

業への適切な評価手法

の導入 

 分母を新規等の補助

事業数とし、分子を評価

手法導入事業数とする。 

ｓ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための特に優れた取組

内容が認められる 

ａ：達成度合は 100％で

あり、かつ、その達成の

ための優れた取組内容

が認められる 

ｂ：達成度合は 100％で

あった 

ｃ：達成度合は、80％以

上 100％未満であった 

ｄ：達成度合は、80％未

満であった 

＜主要な業務実績＞ 

令和３年度拡充事業

である畜産経営災害総

合対策緊急支援事業及

び種豚等流通円滑化推

進緊急対策事業により

整備する器具・機材につ

いて、コスト分析基準の

新設又は見直しを行っ

た。 

 

【参考】コスト分析基準

の新設又は見直しを行

った事業 

１ 新たに基準額を設定 

畜産経営災害総合対

策緊急支援事業のうち

家きん経営災害緊急支

援対策事業 

２ 基準額を追加・見直

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

新規等の補助事業に

ついて、適切な評価手法

の導入を行うことがで

きた。達成度合は 100％

（２事業/２事業）であ

った。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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 し 

種豚等流通円滑化推

進緊急対策事業のうち

種豚及び精液等の新た

な供給拠点の整備 

 

    ◇ク 評価手法の必要

に応じた改善等 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

事業実施状況等を踏

まえた結果、令和３年度

において評価手法の改

善等の必要がなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

 － 

評定 ― 

 ― 

  カ 畜産業振興事業等に

ついて、決算上の不用理

由の分析を行う。 

 また、同事業により造

成された基金について、

補助金等の交付により造

成した基金等に関する基

準（平成 18年８月 15日

閣議決定。以下「基金基

準」という。）等に準じて

定めた基準に基づき、国

における事業の改廃に資

するよう、毎年度見直し

を実施する。その上で、

保有資金及び事業実施主

体に造成している基金に

ついては、機構の業務実

施に必要な経費を確保す

る。 

 

カ 畜産業振興事業等

について、次の取組を行

う。 

（ア） 決算上の不用理

由の分析を行う。 

◇ケ 決算上の不用理

由の分析 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

令和２年度事業のう

ち不用額が大きい事業

について、その理由を分

析し、令和３年７月６日

に開催した補助事業に

関する第三者委員会に

おいて、その結果を報告

した。 

（別添６－９） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

不用額の大きい事業

について、その理由の分

析等を行うことができ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 
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   （イ）造成された基金に

ついて、補助金等の交付

により造成した基金等

に関する基準（平成 18年

８月 15 日閣議決定。以

下「基金基準」という。）

等に準じて定めた基準

に基づく基金の見直し

を行う。 

 

◇コ 基金の見直し 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

基金基準等に準じて

定めた基金管理基準に

基づき５基金の見直し

を行った。 

このうち、使用見込み

の低い食肉加工施設等

整備リース事業貸付機

械取得資金造成事業、畜

産経営維持緊急支援資

金融通事業及び加工原

料乳生産者経営安定対

策事業の基金の一部を

返還させた。 

（別添６－10） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

基金管理基準に基づ

き、基金の見直しを行う

ことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

評定 ｂ 

  法人の自己評価は、適当と認められる。 

 ７ ＩＣＴの活用による

業務の効率化 

７ ＩＣＴの活用による

業務の効率化 

７ ＩＣＴの活用によ

る業務の効率化 

   評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定は aであり、この数値の割合が基

準となる数値 120％以上であることから、評定は

Ａとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：１×３点＝ ３点 

  評価ｂの小項目数：０×２点＝ ０点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 ３点（３／２＝150％） 

 

・牛マルキンのシステムについて、県団体とのオ

ンライン入力化や指定乳製品等の輸入・売買に係

るシステムをオンライン入力化できるように作

業を進めた。このほか、令和４年度中に eMAFFを

活用した業務手続きのオンライン申請が可能と

なるようオンライン化の方針を策定した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

特になし 
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 ＴＰＰ等政策大綱に基づ

く制度改正等を踏まえ

て、ＩＣＴの活用等を検

討し、業務運営の効率化

を推進する。 

ＴＰＰ等政策大綱に基づ

く制度改正等を踏まえ

て、ＩＣＴの活用等を検

討し、業務運営の効率化

を推進する。 

ＴＰＰ等政策大綱に基

づく制度改正、政府にお

けるテレワーク等の推

進状況等を踏まえて、Ｉ

ＣＴの活用等を検討し、

業務運営の効率化を推

進する。 

○７ ＩＣＴの活用に

よる業務の効率化 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった 

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る 

 

＜主要な業務実績＞ 

テレワークの円滑な

実施のため、USB 型シン

ク ラ イ ア ン ト 機 器

（monoPack）等の職員へ

の貸与期間を延長（都度

貸与→長期貸与）した。 

また、砂糖・でん粉関

係業務について、売買申

込に係る審査を電子化

するため必要なシステ

ム改修を行い、売買申込

書の受理から承諾書の

発行に至る一連の手続

きを完成させるととも

に、財務会計システムに

ついて、テレワーク時の

経理伝票類の作成を可

能とするリモート化の

構築を行った。 

さらに、肉用牛交付金

システムについては、機

構がデータを一元的に

管理することで都道府

県団体がオンラインで

制度対象牛を登録等す

ることを可能とする Web

化の作業を、指定乳製品

等の輸入・売買に係るシ

ステムについては、指定

乳製品等の輸入者など

が輸入予定から検収ま

での情報を Web 上で入

力・閲覧することを可能

とするクラウド化の構

築を、それぞれ行うとと

もに文書管理及び会計

事務の電子決裁化につ

いて、令和４年度中の運

用開始に向けたシステ

ム構築等の準備を計画

的に進めた。 

＜評定と根拠＞ 

評定ａ 

新型コロナウイルス

感染症拡大が継続し、職

員が濃厚接触者として

急遽在宅を余儀なくさ

れる事態が頻発した中、

USB 型シンクライアント

機器等の長期貸与等に

より、円滑にテレワーク

を実施することで、支障

をきたすことなく業務

を運営することができ

た。 

また、各業務システム

の Web化を計画的に推進

するとともに、国のサー

ビスを活用して業務の

オンライン化を進める

など、ICT の活用による

業務運営の大幅な効率

化に道筋をつけたこと

から、ａ評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ａ 

牛マルキンのシステムについて、県団体とのオ

ンライン入力化や指定乳製品等の輸入・売買に係

るシステムをオンライン入力化できるように作

業を進めた。このほか、令和４年度中に eMAFF等

を活用した業務手続きのオンライン申請が可能

となるようオンライン化の方針を策定したこと

は目標を上回る成果があったものと認められる

ため a評価とした。 
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このほか、機構業務に

係る手続き等について

関係者の利便性の向上、

業務運営の簡素化・効率

化等を図る観点から、令

和３年９月に「機構業務

のオンライン化に向け

た基本的な推進方針」を

定め、オンライン化を実

施していないものにつ

いて、原則、農林水産省

共 通 申 請 サ ー ビ ス

（eMAFF）を活用するこ

ととし、令和４年度中の

本格的運用に向けて、集

中的に実装作業に取り

組んだ。 

第５ 財務内容の改善に

関する事項 

８ 砂糖勘定の短期借入

に係るコストの抑制 

８ 砂糖勘定の短期借

入に係るコストの抑制 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の 80％以上 120％未満であること

から、評定はＢとした。 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

  合計 ２点（２／２＝100％） 

・砂糖勘定の短期借入金の借入に当たり、一般

競争入札を実施したほか、借入期間を原則とし

て１週間以内とし、変動利率（日本円 TIBOR）

を低く抑えることで、借入コストの削減が図

られている。 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 
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＜その他事項＞ 

特になし 

３ 砂糖勘定の短期借入

れに係るコストの抑制 

砂糖勘定の累積欠損が

あることから、「糖価調整

制度の安定的な運営に向

けた取組について」（平成

22 年９月農林水産省公

表）に基づき負担者から

の調整金収入及び生産者

等への交付金支出の適正

化等の収支改善に向けて

講じられている取組を踏

まえ、交付金の交付等を

適正に実施するととも

に、短期借入れを行うに

当たっては、短期金融市

場の金利動向を踏まえた

適切な借入期間の設定

等、借入コストの抑制に

努める。 

砂糖勘定の累積欠損が

あることから、「糖価調整

制度の安定的な運営に向

けた取組について」（平成

22 年９月農林水産省公

表）に基づき負担者から

の調整金収入及び生産者

等への交付金支出の適正

化等の収支改善に向けて

講じられている取組を踏

まえ、交付金の交付等を

適正に実施するととも

に、短期借入れを行うに

当たっては、短期金融市

場の金利動向を踏まえた

適切な借入期間の設定

等、借入コストの抑制に

努める。 

砂糖勘定の累積欠損

があることから、「糖価

調整制度の安定的な運

営に向けた取組につい

て」（平成 22年９月農林

水産省公表）に基づき負

担者からの調整金収入

及び生産者等への交付

金支出の適正化等の収

支改善に向けて講じら

れている取組を踏まえ、

交付金の交付等を適正

に実施するとともに、短

期借入れを行うに当た

っては、短期金融市場の

金利動向を踏まえた適

切な借入期間の設定等、

借入コストの抑制に努

める。 

○８ 砂糖勘定の短期

借入に係るコストの抑

制（指標＝適切な方法に

よる借入金融機関の決

定、適切な借入期間の設

定）

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった

ｂ：取組は十分であった

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する

ｄ：取組は不十分であ

り、抜本的な改善を要す

る

＜主要な業務実績＞ 

短期借入金の借入れ

に当たり、令和３年３月

15 日に一般競争入札を

実施（応札金融機関：３

者）し、令和３年度の借

入金融機関を決定した

結果、借入利率のうち固

定利率（スプレッド）の

平 均 落 札 利 率 は 、

0.1531％となった。 

また、変動利率（日本

円 TIBOR）については、

年末年始を除き全ての

借入期間を１週間以内

としたことにより、年間

を通じて 0.00471％とな

った。以上により短期借

入 金 の 金 利 は 、

0.05507％となった。（短

期プライムレート：

1.475％） 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

競争性を持たせた借

入金融機関の決定及び

適切な借入期間の設定

により、借入コストの抑

制に努めることができ

た。 

＜課題と対応＞ 

特になし 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

４．その他参考情報 

（契約に係る事務手続等） 

契約事務については、会計規程、契約事務細則等に契約方式、手続等を規定している。 

契約方式は原則として一般競争入札によることとしているが、緊急の必要性、競争に付することが不利と認められる場合等にあっては随意契約ができることとしており、個別の契約締結に当たっては、経理担

当理事、経理担当総括調整役、総務部及び経理部職員で構成する随意契約等審査委員会において、事前に審査を行っている。 

また、総合評価落札方式や複数年度契約に関しては、「独立行政法人における契約の適正化について（依頼）」（平成 20 年 11 月 14 日総務省行政管理局長事務連絡）に基づき、規程を定め、「総合評価落札方式

について」（19農畜機第 4914号）及び「複数年度契約について」（20農畜機第 3538号）により適切に措置している。 

（第三者への再委託） 

 委託契約の内容全てを第三者に再委託することは禁止している。やむを得ず契約内容の一部を第三者に再委託する場合には、書面により機構の承認を得ることを契約事務細則で定めており、契約事務責任者が

その合理性等について審査・承認を行っている。令和３年度においては 20件（少額随意契約を除く。）について再委託の承認を行ったが、いずれも的確かつ効率的に契約を履行するためには、やむを得ないと判

断したものである。 
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（一者応札の解消に向けた取組） 

①公告期間の延長、②ICT 技術支援者から助言を得た上でのシステム仕様書等の作成・開示、③調達情報の「メルマガ」配信やホームページでの今後の入札予定の掲載等周知方法の改善、④入札に参加しなか

った者に対するアンケート結果に基づく公告時期の早期化、⑤入札時期の前倒し等、競争参加者の増加に向けた取組を実施したが、結果、一者応札は 39件（前年度 40件）となった。 

 

（法人の長に対する報告） 

令和３年６月９日に開催された第 13 回契約監視委員会の審査結果について理事長に報告した。また、随意契約等審査委員会の審査結果を含め契約全体の状況等については、四半期毎に理事長及び監事に報告

し、点検・評価を受けた。 

 

（会計検査院からの指摘への対応） 

令和３年度は指摘なし 
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第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３ 財務運営の適正化及び資金の管理及び運用 

 

当該項目の重要度、難易

度 

― 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

行政事業レビューシート事業番号：0158、0159、0161、0163、0164、0174、0190 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

第５ 財務内容の改善

に関する事項 

第３ 予算（人件費の見

積りを含む。）、収支計画

及び資金計画 

１～３［略］ 

第３ 予算、収支計画及

び資金計画 

 

１～３［略］ 

◎第３ 予算、収支計画

及び資金計画 

  評定 Ｂ 

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、

当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」

を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目

の評定は、いずれもＢ評定であり、これらの合計

数値の割合が基準となる数値※の 80％以上 120％

未満であることから、評定はＢとした。 

（※基準となる数値：中項目に含まれる小項目の

項目数に２を乗じて得た数。以下同じ。） 

 

中項目の総数：２ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点 

評定Ａの中項目数：０×３点＝ ０点 

評価Ｂの中項目数：２×２点＝ ４点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点 

合計 ４ 点（４／４＝100％） 

 

１ 財務運営の適正化 

中期目標期間におけ

る予算、収支計画及び資

金計画を適正に計画す

るとともに、効率的に執

４ 財務運営の適正化 ４ 財務運営の適正化 ○１ 財務運営の適正化   評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はいずれもｂであり、これらの合

計数値の割合が基準となる数値の 80％以上

120％未満であることから、評定はＢとした。 
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行する。  

小項目の総数：２ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：２×２点＝ ４点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 ４点（４／４＝100％） 

 

・収益化単位の業務整理を行うとともに、予算と

実績の管理を行い、業務内容等に応じた適切な区

分に基づくセグメント情報を開示できる体制が

整備されている。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 独立行政法人会計基

準の改訂（平成 12 年２

月 16 日独立行政法人会

計基準研究会策定、平成

27年１月 27日改訂）等

により、運営費交付金の

会計処理として、業務達

成基準による収益化が

原則とされたことを踏

まえ、引き続き収益化単

位の業務毎に予算と実

績を適正に管理する。 

 

 

独立行政法人会計基

準の改訂（平成 12年 2月

16 日独立行政法人会計

基準研究会策定、平成 27

年 1 月 27 日改訂）等に

より、運営費交付金の会

計処理として、業務達成

基準による収益化が原

則とされたことを踏ま

え、引き続き収益化単位

の業務毎に予算と実績

を適正に管理する。 

 

 独立行政法人会計基

準（平成 12年 2月 16日

独立行政法人会計基準

研究会策定）等により、

運営費交付金の会計処

理として、業務達成基準

による収益化が原則と

されたことを踏まえ、引

き続き収益化単位の業

務毎に予算と実績を適

正に管理する。 

◇（１）収益化単位の業

務毎の予算と実績の適正

な管理  

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕著

な成果があった  

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を 

要する  

 

＜主要な業務実績＞ 

「独立行政法人農畜

産業振興機構の運営費

交付金収益化に係る基

準等について」（平成 28

年３月 31日付け 27農畜

機第 5928 号）等に基づ

き、引き続き収益化単位

の業務毎に予算と実績

の管理を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

引き続き収益化単位

の業務毎に予算と実績

の管理を行うことがで

きた。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 

 また、財務内容の一層

の透明性を確保する観

点から、業務内容等に応

じた適切な区分に基づ

くセグメント情報を開

また、財務内容の一層

の透明性を確保する観

点から、業務内容等に応

じた適切な区分に基づ

くセグメント情報を開

また、財務内容の一層

の透明性を確保する観

点から、業務内容等に応

じた適切な区分に基づ

くセグメント情報を開

◇（２）業務内容等に応

じた適切な区分に基づく

セグメント情報の開示と

なるよう取り組む  

ｓ：取組は十分であり、

＜主要な業務実績＞ 

令和２年度決算にお

いて、業務内容等に応じ

た適切な区分に基づく

セグメント情報の開示

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

令和２年度決算にお

いて、業務内容等に応じ

た適切な区分に基づく

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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示する。 示する。 示する。 かつ、目標を上回る顕著

な成果があった  

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を要する 

 

を行った。 セグメント情報の開示

を行うことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

２ 資金の管理及び運

用 

５ 資金の管理及び運

用 

５ 資金の管理及び運

用 

○２ 資金の管理及び運

用 

  評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の 80％以上 120％未満であること

から、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

      合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・事業資金等について、流動性の確保と元本保全

を第一義としつつ、効率的な運用が行われてい

る。また、資金の管理運用に関し、理事長を長と

する資金管理委員会において、適切な資金管理の

ための方針決定や実績確認が行われている。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

資金の管理及び運用

においては、安全性に十

分留意しつつ効率的に

行う。 

 

資金の管理及び運用に

おいては、安全性に十分

留意しつつ効率的に行

う。 

資金の管理及び運用

においては、「資金管理

運用基準」に基づき、安

全性に十分留意しつつ

効率的に行う。 

「資金管理運用基準」

に基づく、安全性に十分

留意した効率的な運用 

（指標＝毎月２回以上の

運用、有価証券による運

＜主要な業務実績＞ 

「資金管理運用基準」

に基づき、事業資金等の

うち流動性の確保が必

要な資金については、支

＜評定と根拠＞ 

評定ｂ 

支払に必要な資金は、

支払が滞ることなく効

率的に運用した。 

評定 ｂ 

法人の自己評価は、適当と認められる。 
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（１）事業資金等のうち

流動性の確保が必要な

資金については、支払計

画に基づき余裕金の発

生状況を把握し、主に大

口定期預金による運用

を毎月２回以上実施す

る。 

（２）資本金、事業資金

の一部については、満期

償還の有無、長期運用が

可能な余裕金の発生状

況を把握し、有価証券に

よる運用を実施する。 

 

用の実施） 

ｓ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る顕著

な成果があった 

ａ：取組は十分であり、

かつ、目標を上回る成果

があった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を要する 

（経済情勢、農畜産業を

巡る情勢、国際環境の変

化等を踏まえた政策的要

因による影響があった場

合には、これを捨象して

評価する。） 

払計画に基づき余裕金

の発生状況を把握し、主

に大口定期預金による

運用を毎月２回以上実

施した。 

また、資本金、事業資

金の一部については、満

期償還の額や時期、新た

に長期運用が可能な余

裕金の発生状況を把握

し、有価証券による運用

を実施した。 

（別添７－１、７－２、

７－３） 

また、長期運用が可能

な資金についても、安全

性に留意しつつ有価証

券による効率的な運用

を行うことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし 

 

 

４．その他参考情報 

（資金の保有状況等） 

 畜産関係の資金として、調整資金 817 億円及び畜産業振興資金 2,178 億円（関連法人等に対する出資金見合等 72 億円を含む。）、野菜関係の資金として、野菜生産出荷安定資金 385 億円を令和３年度末で保有

しているが、国庫等から受け入れた事業財源の当期末残高であり、翌年度以降の事業等に充てるため「独立行政法人会計基準」に基づき長期預り補助金等として整理している。 

 

（関連会社等に対する出資） 

関連会社等に対する出資は、旧農畜産業振興事業団から承継したものであり、機構法附則第８条及び業務方法書第 252条に基づき適切に出資に係る株式又は持分の管理を行っている。 

これらについては、令和３年５月～９月の間に出資対象である全法人に対して決算ヒアリング等を行い、その経営状況の分析を踏まえ、必要な指導等を行った。 

なお、平成 15年 10月の独立行政法人化以降、新たな出資は行っていない。（別添７-４、７-５、７-６） 

 

（関連会社等との契約の状況） 

関連会社及び関連公益法人等と当機構の間には契約に係る取引はない。 
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（目的積立金等の状況） 

   法人全体                                                                     （単位：百万円、％） 

 平成 30年度末 

（初年度） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 35,612 31,118 22,283 9,131  

目的積立金 － － － －  

積立金 － 608 880 4,855  

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 351 586 553 592  

当期の運営費交付金交付額(a) 2,441 2,608 2,653 2,699  

 うち年度末残高(b) 351 235 292 331  

当期運営費交付金残存率(b÷a)  14.4 9.0 11.0 12.3  

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 

 

畜産勘定                                                                     （単位：百万円、％） 

 平成 30年度末 

（初年度） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 870 870 870 870  

目的積立金 － － － －  

積立金 － 0 75 179  

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 188 294 200 176  

当期の運営費交付金交付額(a) 793 737 633 674  

 うち年度末残高(b) 188 106 94 82  

当期運営費交付金残存率(b÷a) 23.7 14.4 14.8 12.2  

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 

 

 

補給金等勘定                                                                   （単位：百万円、％） 

 平成 30年度末 

（初年度） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 27,622 25,293 17,078 7,181  

目的積立金 － － － －  

積立金 － － － －  

 うち経営努力認定相当額      

（注１）金額は、百万円未満四捨五入である。 

（注２）当勘定は、運営費交付金は措置されていない。 
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野菜勘定                                                                     （単位：百万円、％） 

 平成 30年度末 

（初年度） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 

（最終年度） 

目的積立金 － － － －  

積立金 － 354 414 564  

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 80 162 152 160  

当期の運営費交付金交付額(a) 357 489 601 594  

 うち年度末残高(b) 80 83 69 108  

当期運営費交付金残存率(b÷a) 22.4 17.0 11.5 18.2  

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 

 

砂糖勘定                                                                     （単位：百万円、％） 

 平成 30年度末 

（初年度） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 

（最終年度） 

目的積立金 － － － －  

積立金 － － － －  

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 60 86 143 180  

当期の運営費交付金交付額(a) 926 1,007 1,035 1,039  

 うち年度末残高(b) 60 27 99 94  

当期運営費交付金残存率(b÷a) 6.5 2.7 9.6 9.0  

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 

 

 

でん粉勘定                                                                    （単位：百万円、％） 

 平成 30年度末 

（初年度） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 2,960 2,960 2,341 1,080  

目的積立金 － － － －  

積立金 － 254 388 408  

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 15 30 50 68  

当期の運営費交付金交付額(a) 311 314 331 337  

 うち年度末残高(b) 15 15 28 41  

当期運営費交付金残存率(b÷a) 4.8 4.8 8.5 12.2  

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 
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肉用子牛勘定                                                                   （単位：百万円、％） 

 平成 30年度末 

（初年度） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 4,161 1,994 1,994 －  

目的積立金 － － － －  

積立金 － 0 4 3,705  

 うち経営努力認定相当額      

運営費交付金債務 9 13 8 8  

当期の運営費交付金交付額(a) 54 61 54 55  

 うち年度末残高(b) 9 5 3 5  

当期運営費交付金残存率(b÷a) 16.7 8.2 5.6 9.1  

（注）金額は、百万円未満四捨五入である。 
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第４ 短期借入金の限度額 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４ 短期借入金の限度額 

 

当該項目の重要度、難易

度 

― 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

行政事業レビューシート事業番号：0164 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 第４ 短期借入金の限

度額 

 

第４ 短期借入金の限

度額 

◎第４ 短期借入金の限

度額 

短期借入金額の十分な

精査 

  評定 Ｂ 

大項目（評価指標の「◎」を付したもの）は、

当該大項目に含まれる中項目（評価指標の「○」

を付したもの）の評定を点数化して行う。中項目

の評定は、Ｂ評定が１であり、これらの合計数値

の割合が基準となる数値※の 80％以上 120％未満

であることから、評定はＢとした。 

（※基準となる数値：中項目に含まれる小項目の

項目数に２を乗じて得た数。以下同じ。） 

 

中項目の総数：３ 

評定Ｓの中項目数：０×４点＝ ０点 

評定Ａの中項目数：０×３点＝ ０点 

評価Ｂの中項目数：１×２点＝ ２点 

評価Ｃの中項目数：０×１点＝ ０点 

評価Ｄの中項目数：０×０点＝ ０点 

（評価対象外：２） 

合計 ２ 点（２／２＝100％） 

 

  １ 運営費交付金の受

入れの遅延等による資

金の不足となる場合に

おける短期借入金の限

１ 運営費交付金の受

入れの遅延等による資

金の不足となる場合に

おける短期借入金の限

○１ 運営費交付金の受

入の遅延等による資金の

不足となる場合における

短期借入れ 

＜主要な業務実績＞ 

資金の状況を常に把

握した結果、借入れの必

要はなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定－ 

 

＜課題と対応＞ 

評定 ― 

― 
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度額は、単年度４億円と

する。 

度額は、４億円とす

る。 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった  

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を要する 

 

－ 

 

  ２ 国内産糖価格調整

事業の甘味資源作物交

付金及び国内産糖交付

金の支払資金の一時不

足となる場合における

短期借入金の限度額は、

単年度 800億円とする。 

２ 国内産糖価格調整

事業の甘味資源作物交

付金及び国内産糖交付

金の支払資金の一時不

足となる場合における

短期借入金の限度額

は、800億円とする。 

○２ 国内産糖価格調整

事業の甘味資源作物交付

金及び国内産糖交付金の

支払資金の一時不足とな

る場合における短期借入

れ 

s：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る顕著な

成果があった  

a：取組は十分であり、か

つ、目標を上回る成果が

あった 

ｂ：取組は十分であった 

ｃ：取組はやや不十分で

あり、改善を要する 

ｄ：取組は不十分であり、

抜本的な改善を要する 

 

  評定 Ｂ 

   ＜評定に至った理由＞ 

小項目の評定はｂであり、この数値の割合が基

準となる数値の 80％以上 120％未満であることか

ら、評定はＢとした。 

 

小項目の総数：１ 

  評定ｓの小項目数：０×４点＝ ０点 

  評定 aの小項目数：０×３点＝ ０点 

  評価ｂの小項目数：１×２点＝ ２点 

  評価ｃの小項目数：０×１点＝ ０点 

  評価ｄの小項目数：０×０点＝ ０点 

       合計 ２点（２／２＝100％） 

 

・砂糖勘定の繰越欠損金については、法人が糖価

調整制度を適切に運営した結果、生じたものであ

る。当該制度においては、調整金収入の水準を決

定する指定糖調整率や生産者等への交付金単価

等は当省において決定するため、法人において

は、直接、収支をコントロールできる仕組みとは

なっていない。砂糖勘定の短期借入金は、法人が

制度を的確に実施する上で、甘味資源作物交付金

及び国内産糖交付金の支払資金等の不足額を借

り入れたものであり、借入に至った理由は適切で

あったと認められる。また、借入に当たっては、

入札を実施し、借入利率を低減するなどの取組を

行っている。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
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